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推計値
実績

高位（参考）
低位（参考）

実績値：大正8年以前は内閣統計局の推計による各年1月1日現在（明治5年は太陰暦正月末日現在）の日本国籍を有するものの人口で
ある。大正9年以降は「国勢調査」及び「人口推計」による10月1日現在であり、昭和30から45年までの各数値は沖縄県を除く。 
推計値：日本の将来推計人口（平成24年1月推計）の死亡中位仮定出生中位、高位(参考)：死亡低位仮定出生高位、低位(参考)：死亡
高位仮定出生低位 

日本の将来推計人口 

ピーク2010年 
１億2,806万人 

2110年 
4,286万人 

50年後は・・・・・ 
 41百万人減 
 2010年の68％まで
減少 
 
100年後は・・・・・ 
 85百万人減 
 2010年の33％まで
減少 
 
使う人が減れば給水量
も減る。 2060年 

8,674万人 

 水道サービスの持続性の確保（課題）  人口減少社会の到来 → 給水量・収益の減少 

2 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口の推計（平成24年1月推計）」 



地 震 名 等   発 生 日 最大震度 地震規模(Ｍ) 断水戸数 最大断水日数 

阪神・淡路大震災 平成 7年 1月17日 7 7.3 約 130万戸  90日 

新潟県中越地震 平成16年10月23日 7 6.8 約 130,000戸 約1ヶ月 
（道路復旧等の影響地域除く） 

能登半島地震 平成19年 3月25日 6強 6.9 約 13,000戸 13日 

新潟県中越沖地震 平成19年 7月16日 6強 6.8 約 59,000戸 20日 

岩手・宮城内陸地震 平成20年 6月14日 6強 7.2 約 5,500戸 18日 
（全戸避難地区除く） 

岩手県沿岸北部を震源とする地震 平成20年 7月24日 6弱 6.8 約 1,400戸 12日 

駿河湾を震源とする地震 平成21年8月11日 6弱 6.5 約75,000戸※ 3日 

東日本大震災 平成23年3月11日 7 9.0 約 256.7 万戸 約5ヶ月 
（津波被災地区等除く） 

長野県神城断層地震 平成26年11月22日 6弱 6.7 約 1,300戸 24日 

※駿河湾で断水戸数が多いのは緊急遮断弁の作動によるものが多数あったことによる。 

主な地震による被害 

主な大雨による被害 

近年の自然災害による水道の被害状況 

時期・地域名 断水戸数 最大断水日数 

平成21年7月 中国・九州北部豪雨 約 87,000戸 11日 

平成22年 梅雨期豪雨 （山口県、秋田県、広島県等） 約 17,000戸 6日 

平成23年7月 新潟・福島豪雨 約 50,000戸 68日 

平成23年9月 台風12号（和歌山県、三重県、奈良県等） 約 54,000戸 26日(全戸避難地区除く) 

平成25年7・8月 梅雨期豪雨（山形県、山口県、島根県等） 約 64,000戸 17日 

平成26年7～9月 梅雨・台風・土砂災害（高知県、長野県、広島県、北海道等） 約 55,000戸 36日 
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管路等の更新に必要な投資ができていない 

 水道の普及率は、平成２４年度末で９７．７％。高度成長期に水道普及率は急激に上昇しており、そ
の時代に投資した水道の資産（特に整備のピーク期）の更新時期が到来。 

 各年度における投資額の約６割は送配水施設（主に管路）が占める。整備のピークの２回目は、配水
施設の更新に係る投資額が大きい。 

 一方、投資額は近年減少しており、本来投資すべき更新需要に対応できておらず、老朽化が懸念。 

 アセットマネジメントを通じた計画的な更新と水道料金収入の確保が急務。自らが置かれている現状
をしっかりと把握し、首長、市民等に丁寧に説明を行い、理解を進めることが重要。 

水道事業における投資額の推移 
（平成２４年価格） 

水道の普及率の推移 

整備のピーク期 

（出典）水道統計 0
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水道施設の建設投資と管路更新率の推移 
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水道施設整備費予算額の年度別推移 

補 正 

他府省 

厚労省 

（億円） 

※他府省は内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）計上分 
※（  ）書は水道施設整備費予算額の合計 
※平成24年度は一般会計（厚労省：200、他省庁：117）、東日本大震災復興特別会計（厚労省：176、他省庁：25）の合計 
※平成26年度補正予算から厚労省分に生活基盤施設耐震化等交付金も含む 
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○H25年度の管路更新率0.79%から単純に計算すると、 

  全ての管路を更新するのに約１３０年かかると想定される。 

管路更新率（％） 

×100 
       更新された管路延長 

              管路総延長 

管路経年化率（％） 

×100 
法定耐用年数を超えた管路延長 

管路総延長 

出典：水道統計 

 水道管路は、法定耐用年数が４０年であり、高度経済成長期に整備された施設の更新が進まない
ため、管路の経年化率 （老朽化） は、ますます上昇すると見込まれる。 

○年々、経年化率が上昇。 

 → 老朽化が進行 
○年々、更新率が低下し、近年は横ばい。 

 → 管路更新が進んでいない 

管路の老朽化が進行 

H25年度
厚生労働
大臣認可

都道府県
知事認可

全国平均

管路更新率 0.86% 0.64% 0.79%

管路経年化率 12.0% 7.2% 10.5%
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管路事故が年間約
2万７千件も発生 
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30年後の管路の状況を想像してみると・・・ 
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非経年管路 

経年管路（布設後40年経過） 

【試算条件】 
・全管路延長は65万４千km※で一定 
 ※平成25年度末延長 
 
・年間更新率は0.79※で一定 
 ※平成25年度実績 
 
・管路経年化率は、法定耐用年数の40年
と設定 

【凡例】 
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水道管路の事故 

管路事故件数 給水管事故件数 

平成２４年度 26,666 251,377 

水道管路の事故件数 

※水道統計より 
   数値は上水道（用水供給含む） 

街中での漏水事故（札幌市） 漏水による陥没事故（大分市） 
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水道管路の経年劣化 

腐食性土壌による管体腐食 

経年化による管体強度の低下 

鋼管の局部腐食 

経年化による内面腐食 

※大阪市水道局より情報提供 

10 



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

25歳 

未満 

25～30 

歳未満 

30～35 

歳未満 

35～40 

歳未満 

40～45 

歳未満 

45～50 

歳未満 

50～55 

歳未満 

55～60 

歳未満 

60歳 

以上 

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

  水道事業に携わる職員数は、ピーク時と比べ、３割以上減少。 

  ベテラン職員（５０才以上）が全体の約４割を占める一方、若手職員（３５才以下）は約
２割にとどまっており、人材の育成や水道技術の継承が課題。 

  水道事業体独自の取組には限界。今後の経営基盤、技術基盤の強化を考えれば、近
隣水道事業との広域化や官民連携などを真剣に考えるべき時期。 

水道事業における職員数の推移 年齢別職員数 

職員数の減少 

水道事業の職員数は約３０年前に比べて３割強減少 

職員の高齢化 

１０年以内に約４割の職員が退職を迎える 

（人） （人） 

（出典） 水道統計 （年齢別職員数は平成24年度実績） 11 

職員数の減少 



それでも水道料金を値下げ・・・？ 

※日本水道協会「水道料金表」より 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

値上げ事業体数 141 81 78 68 65 51 69 65 49 79 48 40 63

値下げ事業体数 16 32 20 25 21 23 41 31 26 54 29 27 29

全上水道事業者数 1,892 1,8841,850 1,586 1,3371,327 1,3211,316 1,2861,283 1,2801,279 1,275

家庭用20m3平均料金 3,114 3,1253,140 3,109 3,0563,065 3,0773,090 3,0963,099 3,1073,109 3,196
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※平成25年の平均料金は消費税率改定に伴う料金改定分を含むため増加 
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 水道料金の全国平均は、20m3あたりの家庭用料金でみて、約3,100円前後でほぼ横ばいで推移している状
況。毎年数十事業者が料金を改定しており、平成25年度は29事業者で料金値下げを実施。 

 人口減少等の要因により料金収入が減少する事業体において、事業運営のために本来必要となる水道料
金の値上げを実施しない場合、一般会計からの繰り入れ（税金）による対応が常態化するとともに、老朽化
した施設の更新などに必要となる財源を十分確保することができず漏水等のリスクを抱えることになる。 

家計支出 電気 携帯電話 ガス 上水道 

２４７，４９４ ８，５０９ ６，６８１ ５，１１３ １，９８０ 

３．４％ ２．７％ ２．１％ ０．８％ 

平成２４年度 総務省家計調査 （単位：円/月） 
  ※上水道料金はH24水道統計よりの試算値 



水道事業の収支構造 
○ 水道事業の収支は、収益的収支（経常収支）と資本的収支に分かれ、収益的収支で計上された純
利益と減価償却費は、損益勘定留保資金等（内部留保資金等）として資本的収支の収入補填に用い
られる。 

○ 以下の全水道事業の平均的な収支構造では、収益的収支の収入の大半は料金収入であり9割超
を占めている。資本的収支においても、収入の3分の2は料金収入を原資とする損益勘定留保資金等
からの繰入れが占める。 

○ 一方、規模の小さな事業の構造では、料金収入だけでは事業運営ができず、赤字経営、一般会計
からの繰入れ、内部留保資金への積立てや補填の不足等により建設投資に回らない特徴を示す。  

13 

全水道事業の平均的な収支構造（平成２４年度） 



新水道ビジョンの策定 

14 

新水道ビジョン（平成25年3月公表） 

各種方策の推進（例） 
 

アセットマネジメントの徹底 
水道施設のレベルアップ 
 ・施設更新、耐震化 

広域化・官民連携等による組織力アップ 

【 基本理念 】 
地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道 

持続 
持続性の確保 

安全 
安全な水の供給 

強靱 
強靱な水道の構築 

取組みの方向性 方策推進の要素 

平成１６年６月   水道ビジョンを策定 
水道のあるべき将来像について、関係者が共通の目標を持ち、その実現に向けて取り組んでいくための具体的な施策や工程を示す。  

役割分担の明示 
 

都道府県ビジョンの策定 
水道事業ビジョンの策定 

方策の推進 

～ 水道ビジョン（平成16年6月）の策定から８年以上が経過  ～ 

 東日本大震災による水道施設の大規模な被災の経験 
 人口減少社会の到来により事業環境が一層厳しくなる懸念 
  平成２４年２月から新水道ビジョンの検討を開始  

枚挙にいとまがない課題 
・給水人口・給水量、料金収入の減少 
・水道施設の更新需要の増大 
・水道水源の水質リスクの増大 
・職員数減少によるサービス水準の影響 
・東日本大震災を踏まえた危機管理対策 

挑戦 
将来の課題に挑戦する意
識を持って取り組むこと 

連携 
関係者間の連携によって
方策を推進すること 



 
○ 民間の資金・ノウハウを活用し、効率的なインフラ整備・運営やサービ 
   ス向上、民間投資の喚起による経済成長を実現するため、「ＰＰＰ／Ｐ 
   ＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン」の実行を加速。 

 
○ 既存の事業とイコールフッティングを図るため、既存の制度を公共施設  
   等運営権方式へ適用する仕組みの検討。 
○ 公共施設等運営権方式を推進する観点からも、事業の効率性を高める   
   必要があることから、水道事業の広域化を含む基盤強化を更に推進す 
   るための施策を検討。 

「日本再興戦略」改訂2015～未来への投資・生産性革命～ 
                                  （H27.6.30 閣議決定） 

 
○ 向こう３年間（平成26～平成28年度末）を集中強化期間として、空港、 
   水道、下水道、道路を重点分野とし、公共施設等運営権方式（コンセッ 
   ション方式）の事業の数値目標を設定【上水道：６件】。 

PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプランに係る集中強化期間の 
取組方針について             （H26.6.16 民間資金等活用事業推進会議決定） 

政府におけるPPP/PFI導入に向けた動き 

経済財政運営と改革の基本方針2015          （H27.6.30 閣議決定） 
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○水道分野における官民連携推進協議会の開催  
  ・PFIを含む多様な連携形態に関する最新動向の説明や情報交換等を 
   行うことにより、官民連携推進を図るため、水道事業者と民間事業者 
   が一堂に会する「水道分野における官民連携推進協議会」を、平成22 
   年度から全国各地で毎回約100～200名の出席者のもと開催。 
  ・平成27年度は、富山(7/28)、東京（9/17)、大阪(12/4)、広島(2月頃）の 
   ４カ所で実施予定。 
 

   

○「水道事業における官民連携に関する手引き」の作成（平成26年3月） 
  ・従来のＰＦＩ導入検討の手引き等を再編し、コンセッション方式の導入に向けた検討にかかる 
   内容等の充実を図った。水道事業者が集まる各種会議などにおいて、本手引きの紹介を行い、 
   活用を呼びかけている。 
 

 

○水道技術管理者研修の開催（平成26年11月） 
  ・全国の水道事業の管理責任者が集まる研修の場（424名が参加） 
   において、新日本有限責任監査法人の福田隆之インフラ・PPP 
   支援室長を招き、「コンセッションの概要と最新動向について」講演 
   をいただいた。 
 

 

グループ別ディスカッションの模様 

               （仙台会場） 

講演の様子 

１．地方公共団体及び民間事業者等への働きかけ 

厚生労働省における官民連携推進のための取組① 
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 コンセッション方式を活用した事業を官民連携等基盤強化の方策の一つとして、事業実施に向け
て具体的な検討を行う段階の案件を対象として、以下の支援事業を新たに開始。 
 本事業の活用を促進するため、地方公共団体への幅広い周知に努めているところ。 
  
○ 地方公共団体が実施する水道事業における官民連携の導入に向けた調査、計画作成等事業 
   （生活基盤施設耐震化等交付金50億円の内数、交付率１／３、実施主体：地方公共団体） 
 
○ 地方公共団体における官民連携の検討を促進させることを目的として、コンサルタントによる 
   助言等を実施 
   （官民連携等基盤強化支援事業費 ０．１億円、実施主体：国） 
 

２．平成27年度予算における支援措置 

○ 従来は、ＢＴＯ方式のみ対象としていたところであるが、平成２７年度より水道施設整備費補助 
   及び生活基盤施設耐震化等交付金において、ＢＯＴ方式も対象に拡大  

３．水道施設整備におけるＰＦＩ事業への対応 
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厚生労働省における官民連携推進のための取組② 



【問A】 現在実施している官民連携の取組について 

厚生労働省における官民連携推進のための取組③－１ 

○水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（平成27年３月公表） 
 昨年度、官民連携や広域化等の取り組み状況や課題を把握し、今後の促
進方策の検討に活用することを目的として、水道事業者等（全国約１５００事
業者）を対象にアンケート調査を実施。 

,  

,  

,  

830 件, 
65%

124 件, 
10%

15 件, 1%

8 件, 1%

8 件, 1%

52 件, 4% 236 件, 
18%

個別委託

第三者委託

設計施工一括発注方式

運転管理等を含む設計施工一括発注方式

PFI事業

その他

実施していない

個別委託 

第三者委託 

設計施工一括発注方式 

運転管理を含む設計施工一括発注方式 

PFI事業 

その他 

実施していない 
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【問B】 今後導入を検討している官民連携の取組について 

214 件, 18%

114 件, 10%
27 件, 

2%

17 件, 2%

17 件, 1%
84 件, 

7%

701 件, 60%

個別委託

第三者委託

設計施工一括発注方式

運転管理等を含む設計施工一括発注方式

PFI事業

その他

検討の予定は無い

厚生労働省における官民連携推進のための取組③－２ 

個別委託 

第三者委託 

設計施工一括発注方式 

運転管理を含む設計施工一括発注方式 

PFI事業 

その他 

検討の予定はない 
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問Aまたは問Bにおいて、「取組を実施していない」や「導入を検討し 
ている取組がない」と回答した水道事業者等の理由（回答219件） 

①既に導入済み、有効と考える、検討したい           60件（27.4％） 

②小規模等の理由で効果が少ない・導入が難しい、 

   費用的な面で難しい、あるいは判断できない         54件（24.7％） 

③条件つき（委託範囲の限定、広域化後等）で必要     50件（22.8％） 

④必要性を感じない                         49件（22.4％） 

⑤理由なし                                 6件（2.7％） 

 

厚生労働省における官民連携推進のための取組③－３ 

20 

官民連携に関する取組を実施・検討していない理由について尋ねたところ、
必要性を感じないとの回答が2割強あった。一方、難しいと考えていたり、

判断できないとの回答を含めて検討の必要性は感じていると思われる回答
が全体の7割以上。 



（質問）今後の具体的なプロジェクトへの官民連携に 
     つながると思いますか？ 

水道事業者等（回答数N=148） 民間事業者（回答数N=198） 

つながる ７０％ 

未回答 １９％ 

つながらない １１％ 

つながる ６２％ 

つながらない １９％ 

未回答 １９％ 
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平成26年度第１～４回官民連携推進協議会 アンケート結果①    
【参加のべ人数 水道事業者等196名、民間事業者310名（131社）】 

東京(8/20)、新潟(10/10)、仙台（12/5)、福岡(2/20) ４会場での合計 



○官民連携を促進するために必要な民間事業者に求める 

  情報・役割について 

  【水道事業者等からの回答の例】 

・PFIの具体的な提案（詳細なプロセス等）。 

・企画構想、意思決定、募集、事業実施の各段階でのアドバイス。 

・民間事業者の「実力、能力」を知りたい。 

・民間事業者には、実際に行った他の自治体での事業について、 

 具体的な事例や費用対効果などを積極的に提供してほしい。 

・行政の補完だけでなく、行政の代替可能なシステムの提案。 

・初歩的な相談ができる窓口を企業単位ではなく、協会等でしても  

 らいたい。 

平成26年度第１回～第４回官民連携推進協議会 
アンケート結果② 
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○官民連携を促進するために必要な水道事業者等に求める 

  情報・役割について 

  【民間事業者からの回答の例】 

・官民連携の希望の有無をとりまとめて公表。 

・水道事業体が持っている技術の情報（職員含む）、連携を進める 

 ための具体的な方針。 

・PPP/PFIにおいて民間企業に求めることを具体的に提示いただき 

 たい。 

・官民連携の将来計画をロードマップの形で開示してほしい。 

・施設老朽化、職員数減への対応方針を発信してほしい。 

・現状の取り組み状況を教えてもらえれば、その状況に合わせた 

 アドバイスが可能。 

平成26年度第１回～第４回官民連携推進協議会 
アンケート結果③ 
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○ 事業統合 （経営統合を含む） 

○ 広域連携 

岩手中部地域 
・岩手中部広域水道企業団、北上市、花巻市、紫波町の垂直・水平統合 
・Ｈ２６年４月に事業統合 

群馬東部地域 
・太田市、館林市、みどり市等３市５町の水平統合 
・Ｈ２５年１０月、「群馬県東部水道事業の統合に関する基本協定書」を締結 
・Ｈ２８年４月に事業統合（予定） 

秩父地域 
・秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野・長瀞上下水道組合の水平統合 
・Ｈ２７年３月、「秩父地域水道事業の統合に関する覚書」を締結 
・Ｈ２８年４月に事業統合（予定） 

君津地域 
・木更津市、君津市、富津市及び袖ヶ浦市の水平統合＋君津広域水道企業団との経営統合 
・Ｈ２８年度中に事業統合（予定） 

大阪広域水道企業団 
・四條畷市、太子町、千早赤阪村との垂直統合（経営の一体化） 
・Ｈ２６年４月、「水道事業の統合に向けての検討、協議に関する覚書」を締結 
・Ｈ２９年４月に事業統合（予定） 

香川県 
・Ｈ２６年１０月、県及び16市町は「広域化方針」を了承 
・Ｈ２７年４月、広域水道事業耐設立準備協議会（県及び14市町で構成）を設置 

宇部市・山陽小野田市 
・Ｈ２７年６月、「水道事業広域化検討委員会」を設置 
・Ｈ２７年度末をめどに、広域化基本計画を作成する予定 

北奥羽地区水道事業 
協議会 

・青森県南及び岩手県北の２１事業体による広域連携 
・施設、水質データ管理、施設管理及び料金等システムの共同化を実施 
・Ｈ２７年４月から順次、運用開始 

奈良県 
・県内の全ての水道を「県域水道」として水道資産（施設、人材、財務、技術力等）の最適化を
図る「県域水道ファシリティマネジメント」を実施 

沖縄県 
・沖縄本島及び本島周辺離島８村の広域連携 
・Ｈ２６年１１月、水道広域化へ基本合意 （第１段階：水道用水供給範囲の拡大） 

水道広域化に向けた主な取組状況（事例） 
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 高度経済成長期に整備された水道施設が更新時期を迎えつつあり、今

後、老朽化した施設の更新需要の急増が見込まれる。 

 また、老朽化施設の更新率が年々低下しているとともに、耐震化率･耐震

化適合率も依然低い状況。 

安全で質が高く、強靱で持続可能な水道を構築 
 運営基盤が脆弱な小規模水道事業体が多いことから、水道事業の統合を含めた広域化を推進する。これによ
り、民間事業者の参入を含めた水道施設の効率化や人員体制の集約化を図り水道事業体の運営基盤を強化する
とともに、水道施設の耐震化対策等を推進し、将来にわたり持続可能かつ強靱な水道を構築する。 

耐震化（強靱な水道の構築） 広域化（施設の効率化・経営の安定化） 

生活基盤施設耐震化交付金の創設 

【課題】 
◆人口減少に伴う給水収益の減少 
◆施設稼働率の低下 
◆職員の削減 
◆老朽化した施設の増加    など 

【解決策】  
◆複数水道事業体の統合 
  ・民間事業者の活用 
  ・人材（技術者）の確保と適正配置 
◆統合に伴う施設の再配置（施設整備） 

 運営面や技術面の強化など様々な課題
解決については、小規模水道事業体では
対応が困難な状況。 
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給水人口及び給水収益の実績と見通し

（出典）給水人口及び給水収益の実績：水道統計、

将来人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計（平成24年1月・中位推計）

人口減少に伴う

給水収益の減少が

見込まれる

事業統合に伴う水道施設の再構築 

 水道施設の適切な更新・耐震化が

実施されていなければ、安全な水を安

定的に給水できないだけではなく、大

規模災害時等において、断水が長期

化することにより、市民生活に甚大な

影響を及ぼす。 東日本大震災における
継手離脱 

大規模な漏水事故 

国土強靱化アクションプラン2014 
 ・耐震化の推進  
   基幹管路耐震適合率  Ｈ24年度末 34％ → Ｈ34年度末 50％ 
 ・基幹管路、断水の影響が大きい施設、重要度の高い施設（病院や避難
所など）の優先的な耐震化 

施設の計画的な更新や耐震化による強靱な水道の構築が急務 

◆更新率       Ｈ13年 1.54％ → Ｈ25年 0.79％ 

◆耐震化適合率  Ｈ24年 33.5％ → Ｈ25年 34.8％ 
管路 

生活基盤施設耐震化等交付金 
◇ 地方公共団体（都道府県、市町村、一部事務組合）が整備を行う、水道施設の耐震化等を推進するため、地方公共団体に

とって自由度が高く、創意工夫を生かせる交付金を創設。 
◇ 都道府県が作成した水道施設の耐震化・広域化に関する整備計画に基づき耐震化対策等に要する経費を一体的に支援。 25 



 厚生労働省では、案件形成段階から、官民が密接に連携して相手国に関与し、日本
企業の受注を後押しするため、東南アジアを中心とする途上国に調査団を派遣して、
セミナーや現地調査等を実施しています。 

 今年度も実施しますので、関心のある民間企業や水道事業者等の積極的な参加を
お待ちしています。 

◆水道セミナー及び現地調査： 
  

 日本企業等をメンバーとする調査団
を派遣して、相手国の水道事業関係
者を対象とする水道セミナーを開催し、
日本の水道技術や企業をＰＲするとと
もに、現地状況の詳細な把握や意見
交換を実施。現地の政府及び水道事
業体等に日本型水道システムの導入
を提案。 

 【平成26年度】  ラオス（写真上段） 
  インドネシア（写真下段）、 ベトナム 

◆官民連携型案件発掘調査： 
  

 国外での水道事業への参入を目指し
て、我が国の水道事業体と民間企業が
共同で行う案件発掘調査を公募により 

決定、支援。 【平成26年度】 ベトナム 2件 

ラオス公共事業省ブンチャン大臣表敬 

民間企業 
施設の設計・建設 
高度な水処理技術 

地方自治体 
水道事業運営 
ノウハウ 

水道セミナー会場 

インドネシア公共事業省との協議 急速ろ過の既設浄水場視察 

水道産業の国際展開にかかる厚生労働省の取組 
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ご静聴ありがとう 

ございました 

 

（以下 参考資料） 
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  １．官民連携推進協議会のこれまでの開催状況
       （p.29～31） 

 ２．PFI事業の現状及び事例  （p.32～35） 
 
 ３．水道事業の広域化の事例  （p.36～42） 
  
 ４．水道関係予算    （p.43～48） 
 
 ５．PPP/PFI基礎資料   （p.49～52） 

参考資料 
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開催日 開催場所 
参加人数 

水道事業者 民間事業者 

第１回 H22.12. 3 仙台 ４７名  ５９名（２２社） 

第２回 H23. 1.21 さいたま ７８名 １１５名（４２社） 

第３回 H23. 1.28 名古屋 ６１名  ６４名（２１社） 

平成２２年度 

第１回 H23.11.10 広島 ５９名  ４５名（１６社） 

第２回 H23.11.24 福岡 ５３名  ５５名（２２社） 

第３回 H23.12.13 さいたま ６０名  ８５名（３３社） 

平成２３年度 

官民連携推進協議会の開催状況① 
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開催日 開催場所 
参加人数 

水道事業者 民間事業者 

第１回 H24. 7.26 札幌 ３６名 ６０名（２４社） 

第２回 H24. 9.19 郡山 ２７名 ５１名（２６社） 

第３回 H24.10. 9 仙台 ２１名 ９４名（３７社） 

第４回 H24.10.24 盛岡 ３７名 ７４名（３３社） 

第５回 H24.12.13 大阪 ４２名 ８６名（３６社） 

平成２４年度 

第１回 H25. 7.24 札幌 ５７名 ６１名（２４社） 

第２回 H25. 9.27 東京 ３９名 ６４名（２７社） 

第３回 H25.11.15 大津 ５２名 ６０名（２４社） 

第４回 H26. 2.13 高松 ３９名 ７１名（２７社） 

平成２５年度 

官民連携推進協議会の開催状況② 
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第１回 H26. 8.20 東京 ４４名 １１２名（４８社） 

第２回 H26.10.10 新潟 ３３名 ５４名（２４社） 

第３回 H26.12. 5 仙台 ４４名 ７２名（３０社） 

第４回 H27. 2.20 福岡 ７５名 ７２名（２９社） 

平成２６年度 

官民連携推進協議会の開催状況③ 
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※ 平成２７年度は、富山・東京・大阪・広島で開催予定。 
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事業名
金町浄水場常用発電
PFIモデル事業

朝霞浄水場・三園浄水場
常用発電設備等整備事業

寒川浄水場排水処理施設特定事業

事業概要 電力及び蒸気供給等 電力及び蒸気供給等 脱水ケーキの再生利用等

事業主体 東京都水道局 東京都水道局 神奈川県企業庁

事業規模 約２５３億円 約５４０億円 約１５０億円

開始時期 H12～（20年間） H16～（20年間） H18～（20年間）

事業方式 BOO BOO BTO

事業名
大久保浄水場排水処理施設等

整備・運営事業
ちば野菊の里浄水場

排水処理施設（PFI事業）
知多浄水場始め４浄水場

排水処理施設整備・運営事業

事業概要 発生土の有効利用等 発生土の有効利用等 浄水場施設の設計・建設及び運営・維持管理

事業主体 埼玉県企業局 千葉県水道局 愛知県企業庁

事業規模 約２４２億円 約９０億円 約９５億円

開始時期 H20～（20年間） H19～（20年間） H18～（20年間）

事業方式 BTO BTO BTO

事業名 川井浄水場再整備事業
北総浄水場排水処理施設設備

更新等事業
豊田浄水場始め６浄水場

排水処理施設整備・運営事業

事業概要 膜ろ過施設の設計・施工・運転等 排水処理施設の更新・維持・運転等 浄水場施設の設計・建設及び運営・維持管理

事業主体 横浜市水道局 千葉県水道局 愛知県企業庁

事業規模 約２６５億円 約７６億円 約１３８億円

開始時期 H26～（20年間） H23～（20年間） H23～（20年間）

事業方式 BTO BTO BTO

事業名
夕張市上水道第８期拡張計画

に係るＰＦＩ事業
男川浄水場更新事業

犬山浄水場始め２浄水場排水処理及び
常用発電等施設整備・運営事業

事業概要 新浄水場の設計・施工・運転等 新浄水場の建設・保守点検等 浄水場施設の設計・建設及び運営・維持管理

事業主体 夕張市 岡崎市水道局 愛知県企業庁

事業規模 約４８億円 約１１０億円 約８９億円

開始時期 H24～（20年間） H30～（20年間）※25契約締結 H27～（20年間）

事業方式 BTO BTO BTO

（各水道事業者のホームページ、実施方針、特定事業の選定、事業者選定結果等より抜粋）

水道事業におけるＰＦＩの現在までの導入状況 (12件） 
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寒川浄水場排水処理施設 
特定事業 

既存脱水施設 

既存濃縮施設 

水質センター 

新設施設 

【特徴】 
○老朽化した排水処理施設（脱水施 
   設）の更新に当たり、民間企業が 
   施設の設計、建設、維持管理、運 
   営、脱水ケーキの再生利用を実  
   施。   

水道事業におけるPFIの導入事例 

川井浄水場再整備事業 

【特徴】 
○日本で初めて浄水場施設全体の 
  更新と運営・管理をPFI方式で実  
  施。 
 
○国内最大の膜ろ過施設。 
  （セラミック膜） 
 
○太陽光発電で浄水場の電力を賄 
   い、CO2削減。 

 朝霞浄水場・三園浄水場 
 常用発電設備等整備事業 

【特徴】 
○常用発電設備（コージェネレー 
   ションシステム）を民間企業が 
   建設・運営。 
 
○平常時には、電力及び熱（蒸 
   気）を、震災時には電力を供  
   給。 
   水道事業者は事業契約に基 
   づき、電力等の購入代金を支  
     払う。 

（神奈川県企業庁） （横浜市水道局） 
（東京都水道局） 
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ＰＦＩ事業のスキーム 

34 

 

 
・ 施設の設計、建設、更新 
・ 施設の維持管理業務 
 

サービス対価の支払い（施設代金
（含 補助金）、維持管理費相応） 

・ 経営、計画 
・ 経理、財務 
・ 料金徴収 

水道事業者等 利用者 

ＳＰＣ（特別目的会社） 

管路、浄水場等 

施設整備に係る借入金等、返済 

認可・補助金等 ・人員 
・繰入金等 

利用料金 

施設所有 サービス 

提供 

PFI契約 
設計、建設、維持管理、保守、運営 
 

国・都道府県 自治体 

金融機関 

ＰＦＩ 

 図  PFI事業の場合のスキーム図 



公共施設等運営権（コンセッション）方式 
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・ 施設の設計、建設、更新 
・ 施設の維持管理業務 
・ 料金徴収 
・ 経理、財務 
 

施設利用 

民間水道事業者等 

管路、浄水場等 

施設整備に係る借入金等、返済 

認可 

コンセッション契約 
（施設賃貸借含む） 

（指定管理者の指定） 
水道法上の同意 

利用料金 

サービス提供 
設計、建設、維持管理、 

保守、運営 

国・都道府県 

自治体 

金融機関 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

水道事業者等 

経営委譲 

利用者 

       図 公共施設等運営権（コンセッション）方式の場合のスキーム図 



浄水場の共同建設 
用水供給＋上水道 

経営の一体化 

管理の一体化 
資機材 
 共同備蓄 

用水供給 

用水供給と末端の 
経営の一体化 

経営の
一体化 

水質検査 
センター 

用水供給 

緊急時連絡管 

・従来、効率的に水需要の均衡を図るため、主に水道用水供給事業の形態による水道広域化が 
 進められ、安定した水源の確保や広域的な水融通に役割を果たしてきた。 

・維持管理の重要性が増すなか、個々の事業や地域が抱える課題に効果的に対応しつつ、給水 
 サービスの向上を目指すためには、より効果的に安全度・安定度を維持・向上させるような、 
 施設は分散型であっても経営や運転管理を一体化し、そのレベルの向上に資するといった、 
 多様な広域連携が必要。 

地域に応じた多様な広域連携の推進 

水道経営の多様な形態 

管理の一体化 

緊急時連絡管 

事業統合 
（水平統合） 
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事例１：岩手中部地域の広域化（垂直・水平統合） 

  

① 水道専属職員の確保及び技術の継承 

 平成26年4月 事業統合 （岩手中部広域水道企業団、北上市、花巻市、紫波町） 

 計画概要 ： 平成36年度目標、計画給水人口217,400人、計画１日最大給水量83,500m3 

統 合 に よ り 期 待 さ れ る 効 果 

② 水源・水道施設の統廃合及びバック
アップ体制の構築 

③ 単独経営よりも、水道料金の値上げ
幅を抑制 

④ 財政力・資金力が確保でき、集中投
資が可能（管路更新を60年サイクル
で実施可能）※配水管：法定耐用年数40年 

（出典）「岩手中部水道広域化事業計画」を基に作成 37 



事例２：群馬東部地域の広域化（水平統合） 

 協定締結 ： 平成25年10月 「群馬県東部水道事業の統合に関する基本協定書」 

 構成市町 ： 太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 

 統合期日 ： 平成28年4月（予定） 

 新事業名 ： 群馬東部広域水道事業 （団体名 ： 群馬東部水道企業団） 

統 合 に よ り 期 待 さ れ る 効 果 

② 供給単価の維持（料金値上げの抑制） 

③ 水源・浄水場の水運用の再構築による
安定供給体制の向上 

① 施設の統廃合による効果的な整備、 
    更新事業費及び維持管理費の削減 

④ 資金力が確保でき、危機管理体制の強
化など災害対策の推進が可能 

（出典）「群馬東部水道広域化基本計画」を基に作成 38 



事例３：埼玉秩父地域の広域化（水平統合） 

 構成団体 ： 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、皆野･長瀞上下水道組合 

 統合期日 ： 平成28年4月（予定） 

 新団体名 ： 秩父広域市町村圏組合 （既存組合の一事務とする予定） 

統 合 に よ り 期 待 さ れ る 効 果 

① 施設の統廃合による更新費用及び維持
管理費の削減 

（出典）パブリックコメント参考資料「秩父地域水道事業広域化基本計画（案）」（平成２７年２月）を基に作成 

④ 集中的な投資の平準化など、柔軟な
事業計画とすることが可能 

② 統合後、民間委託の活用を推進し、 
  職員の適正再配置による削減及びそ

れに伴う人件費の削減 

③ 単独経営よりも、水道料金の値上げ
幅を抑制 

④ 人材・技術力の確保及び連絡管の整
備により、危機管理体制が強化され
る 
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事例４：香川県の広域化検討（垂直・水平統合） 

 平成26年10月 香川県及び16市町が広域化方針を了承 

 平成27年4月に広域水道事業体設立準備協議会を設置予定。引き続き企業団設立に向
けて調整を進めている。 

統 合 に よ り 期 待 さ れ る 効 果 

② 単独経営よりも、供給単価の上昇を
抑制（水道料金の値上げ幅を抑制） 

③ 水源の再編および一元的管理により
地域間の水融通を効率化 

① 水道施設の統廃合により更新事業費
を抑制 

26年度 27～28又は29年度 29又は30年度～ 33又は34年度

広
域
化
に
関
す
る

合
意
形
成

広
域
化
基
本
協
定

香川県広域水道事業体

設立準備協議会（仮称）
企
業
団
設
立

・企業団の規約、関係条例など

の設立準備

・共同化業務のシステム整備

事
業
認
可

県
内

１
水

道

（事
業
統
合
）

企業団による運営

（経営統合）

（参考）広域化スケジュール 

（出典）「広域水道事業及びその事業体
に関する基本的事項のとりまとめ」を基
に作成 
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事例５：北奥羽地区水道事業協議会（広域連携） 

 平成26年6月 青森県南及び岩手県北の２１事業体が広域連携の実施について合意 

 “できるところから”の広域化として、施設等の共同化を平成27年度より順次、実施。 

広 域 連 携 （ 共 同 化 ） の 内 容 

① 水源・施設の共同化（地域ごとに検討） 

② 水質データ管理の 
    共同化 

⇒ ・水質管理の一元化 
  ・危機管理対応の強化 

③ 施設管理の共同化 
    ～設備台帳の整理～ 

⇒ 将来的な一括管理委託を 
    見据え、管理水準の標準化 

④ システムの共同化 
 ・管路情報（ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ） 
 ・料金管理システム 
 ・財務会計システム 

（出典） 「北奥羽地区水道事業協議会資料」を基に作成 

事業の連携拡大による安定化

や収益改善、財政基盤の安定

経営の持続につながることが

期待される。 

県域を越えた連携 
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浄水施設
（浄水場・海水淡水化施設等）

取水施設
（ポンプ場）

送水施設
（調整池・ポンプ場等）

送水施設
（配水池・ポンプ場等）

給水区域
（給水栓）

水 源 地

事例６：沖縄県の広域化への取組（用供範囲拡大） 

 平成26年11月 沖縄県及び本島周辺離島8村が水道広域化へ基本合意（覚書締結） 

 水道広域化の第１段階として、平成33年度までに、県企業局が離島8村において水道用
水供給事業を拡大実施する。 （次の段階で、統合の検討を行う予定。） 

水道広域化（用水供給拡大）対象 広域化（用供範囲拡大）の効果 

① 用水受水による離島
の給水原価引き下げ 

  （水道料金の低減） 

北大東村 3,535円
南大東村 3,354円
粟 国 村 3,250円
渡名喜村 2,620円
伊是名村 2,300円
伊平屋村 2,289円
座間味村 1,917円
渡嘉敷村 1,687円

1,265円

※平成24年度実績

離
島
８
村

本島平均

10m3当たり水道料金

② 水質・水量の安定化 

③ 本島事業者の技術支
援による離島簡易水
道の技術力の向上 

【用供と離島簡水との責任分界】 

○用供（県企業局） ： 水源・取水施設～送水施設まで ○離島簡水：配水施設以降 

責任分界点 

（沖縄県資料を基に作成） 
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平成２７年度水道施設整備関係予算 
（単位：百万円） 

注1）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）、復興庁計上分の総計。 
注2）：平成26年度予算額欄の上段（ ）書きは、平成25年度補正予算額を含む。 
注3）：平成27年度予算額欄の上段（ ）書きは、平成26年度補正予算案を含む。 
注4）：百万円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない。 

区   分 

平 成 2 6 年 度 
予  算  額 

 
A 

平 成 2 7 年 度 
予 算 額 

 
B 

対 前 年 度 
増 △ 減 額 

 
B－A 

対 前 年 度 
比 率 

（％） 
B/A 

（ ８６,８２１） （７２,５１６） 

水道施設整備費 ４０,７３０ ４７,３０５ ６,５７５ １１６.１ 

（ ２７,４６５） （ １６,１５５） 

簡 易 水 道 １３,８５３ １４,１５５  ３０２ １０２.２ 

（ ４３,５９０） （ １２,７０１） 

上 水 道 １１,５１３ １１,２０１ Δ  ３１２ ９７.３ 

（    ９１） （   １００） 

指導監督事務費等 ９１ １００ ９ １０９.９ 

（   ７５２） （   ５６１） 

災 害 復 旧 費 ３５０ ３５０ ０ １００.０ 

（ ２６,５００） 

耐 震 化 等 交 付 金 ０ ５,０００ ５,０００ － 

（ １４,９２３） （ １６,４９８） 

東 日 本 大 震 災 １４,９２３ １６,４９８ １,５７５ １１０.６ 

水道施設整備費 
※災害復旧費（東日本含む）を除いた場合 

（ ７１,１４６） （ ５５,４５７） 

２５,４５７ ３０,４５７ ５,０００ １１９.６ 
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水道施設整備費 年度別予算額推移 
（平成21年度から平成27年度） 

600億円 

400億円 

800億円 

当初 
958億円 

補正 
76億円 

200億円 

1,000億円 

当初 
737億円 

補正 25億円 

当初 
416億円 

当初 
518億円 

 
 

（全国防災
201億円 
含む。） 

当初 
344億円 

 
（一括交付金 
戻り分92億円 
含む。） 

当初 
255億円 

21’予算額 22’予算額 23’予算額 24’予算額 25’予算額 
＋ 

24’補正予算額 

1,034億円 

762億円 

518億円 

644億円 

712億円 

26’予算額 
＋ 

25’補正予算額 

416億円 

注１） 内閣府（沖縄県）、国土交通省（北海道、離島・奄美地域、水資源機構）計上分を含む。 
注2） 億円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない 
 

76.9％ 

56.4％ 

66.4％ 

74.1％ 

73.7％ 

54.6％ 

124.5％ 

124.3％ 

110.6％ 

事業仕分けの反映 

補正 
300億円 

補正 
457億円 

27’予算額 
＋ 

26’補正予算額 

555億円 

78.4％ 

119.6％ 

当初 
255億円 
（公共） 

補正 
250億円 

当初 50億円 
（非公共） 

公共   35億円 
非公共 215億円 
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１．水道施設整備費補助         27年度予算額：２５５億円（うち厚生労働省計上分：１４６億円） 
                    26年度予算額：２５５億円（うち厚生労働省計上分：１４６億円） 

ダム等の水道水源開発や病原性原虫等の不安や異臭味被害等に対応した高度浄水施設の整備及び水道未普及
地域の解消や地方生活基盤の充実等を図るための簡易水道の施設整備に必要な経費について、財政支援を行う。 

  【補助先】都道府県、市町村、一部事務組合 
  【補助率】1/2 , 4/10 , 1/3 , 1/4 

新２．生活基盤施設耐震化等交付金（厚生労働省計上）             27年度予算額：５０億円 
                                      26年度予算額： －億円 

国民生活に密接に関係する水道施設及び保健衛生施設等の耐震化を推進するとともに水道事業の広域化を推
進し、水道施設の効率化や人員体制の集約化を図り水道事業体の運営基盤を強化するための施設整備に必要な
経費について、財政支援を行う。 

  【交付先】都道府県（都道府県がとりまとめた耐震化等に関する事業計画に基づき、耐震化対策等に要する
経費の一部を交付） 

  【交付率】水道施設：1/2 , 4/10 , 1/3 , 1/4 
       保健衛生施設等：3/4 , 2/3 , 1/2 , 1/3 , 定額 

３．水道施設の災害復旧に対する支援【東日本大震災復興特別会計】（復興庁一括計上） 
                                     27年度予算額：１６５億円 
                                     26年度予算額：１４９億円 

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成27年度に復旧が予定されている施設
の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

  【補 助 率】80/100～90/100〈財政援助法による嵩上げ〉、1/2 

（参考）平成26年度補正予算 
 水道施設の耐震化対策等                                       ２５０億円 

 災害時においても安全で良質な水道水を安定的に供給するための水道施設等について、地方公共団体が実施する耐震化を推
進するため、新たな交付金を創設するとともに、高度浄水施設等の整備に要する費用に対して補助を行う。 

 
 水道施設災害復旧事業                                          ２億円 

 平成26年８月に発生した大雨等により被災した水道施設の早期復旧を図るため、復旧に要する費用に対して補助を行う。 

平成２７年度水道施設整備関係予算 事業概要 
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生活基盤施設耐震化等交付金 交付対象事業 

生活基盤施設耐震化等交付金（新設分） 
 

水道施設整備費補助 

○簡易水道等施設整備費補助 

 ・水道未普及地解消事業 

 ・簡易水道再編推進事業 

 ・生活基盤近代化事業 

 ・閉山炭鉱水道施設整備事業 

 

○水道水源開発等施設整備費補助 

 ・水道水源開発施設整備費 

 ・水道広域化施設整備費 

 ・高度浄水施設等整備費 

 ・水道水源自動監視施設等整備費 

 ・ライフライン機能強化等事業費 

 

○指導監督事務費 

 

保健衛生施設等施設・設備整備費補助 

一部 

水道施設整備費補助（既存分） 
○簡易水道等施設整備費補助 

  ・水道未普及地解消事業 

  ・簡易水道再編推進事業 

  ・生活基盤近代化事業 

  ・閉山炭鉱水道施設整備事業 

○水道水源開発等施設整備費補助 

  ・水道水源開発施設整備費 

  ・高度浄水施設等整備費 

○指導監督事務費（都道府県分） 

新 規 制 度 

○官民連携等基盤強化推進事業 

  官民連携の導入に向けた調査、計画等 

 （新規採択：計画策定・着工） 

○水道事業運営基盤強化推進事業 

  水道事業の広域化に資する施設整備 

○水道施設等耐震化事業 

  水道施設及び保健衛生施設等の耐震化に要する施設整備 

○指導監督交付金（都道府県分） 

現 行 制 度 

交付期限 
平成41年度 

保健衛生施設等施設・設備整備費補助（既存分） 
一部 

交付期限 
平成35年度 
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背景・目的 事業概要 

事業スキーム 

補助対象：水道事業者等  補助割合：１/２  実施期間：平成25年度～平成29年度 
 

 水道事業は、主に水の移送に年間約80億キロワット（全国の電力の約0.8%）を

消費しているが、中小規模の水道施設ではエネルギー使用効率が悪く、また、水運
用では夜間等流量が減少する時間帯に末端圧力が不要に高い等の課題がある。 

 本事業は、社会システムの減エネを進めるため、エネルギー使用効率の悪い水
道施設の設備更新に併せて、高効率設備や、末端圧力を計測してポンプのエネル
ギー消費を制御する設備を導入し、電力使用量の削減を図ることを目的とする。ま
た、未利用圧力については、小水力発電設備等を導入するなど再生可能エネル
ギーの導入促進を図るものである。 

 上水道システムにおいてエネルギー消費を削減する
ため、水道施設の更新に際し、省エネルギー・再生可
能エネルギー設備の導入等を支援する。 

期待される効果 

 水道事業における未利用エネルギーを有効に活用
することで、消費エネルギー・CO2排出を削減し、次世

代型のインフラ整備を促進する。 

平成25年度予算 
○○百万円 

 平成27年度要求額 
       億円 

低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援事業のうち 

上水道システムにおける再エネ・省エネ等導入促進事業（厚生労働省連携事業） 

ポンプ回転数で 
流量制御 

Ｐ 100 90 

バルブの開度で流量制御 

Ｐ 

ＩＮＶ 

90 

消費エネルギー大 
流量90％でも電力100％ 

消費エネルギー小 
流量90％だと電力73％ 

●ポンプへのインバータ導入による省エネ例 

イ
ン
バ
ー
タ
導
入

 
に
よ
る
回
転
数
制
御

 

インバータ 

浄水場 
（又は､配水池） 

圧力有効活用 

小水力 
発電 

圧力有効活用 

小水力発電 

インラインポンプ 
（用供からの受水の場合） 

インライン浄水処理 

●未利用圧力の有効利用による省エネ・再生可能エネルギー導入例 

高い標高の水源等の水を浄水場等に取り込む際、通常は圧

力を開放する。 (圧力のロス)  

密閉（インライン）のまま､小水力発電･送水動力･浄水処

理エネルギーに活用。 

水源 

太陽光発電 
（水道施設に設置するもの） 

●その他の省エネ例 
 地下水（地中熱）を 
 利用した省エネ 

事業目的・概要等 

イメージ 

用水供給 

平成27年度要予算(案)額 
7,300百万円の内数 
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背景・目的 

事業概要 

事業スキーム 

 委託対象：民間団体等 
 実施期間：平成27年度 

 水道施設（主に導・送・配水施設）において、標高の高い場
所から浄水場や配水池等へ水を流す場合には、その圧力差が
エネルギーとして有効活用されずに失われているケースがあ
る。 

 これらのエネルギーを有効利用する小水力発電を導入するこ
とにより、CO2排出量が削減されるとともに水道事業におけ
るコストの低減にもつながるが、水力発電を導入している水
道施設は全体の2.5%と低い状況である（H23年度水道統
計）。 

 本事業では、水道施設における小水力発電の導入を効率的に
行うべく、導入ポテンシャル調査を実施する。本調査により
抽出された導入候補箇所に対し集中的な導入支援を行うこと
により、水道事業における省エネルギー対策を推進させ、
CO2排出量の一層の削減及びコストの低減を図る。 

 小水力発電の導入ポテンシャルの調査と把握 
 小水力発電導入によるCO2削減量等の推計 
 小水力発電導入候補地の選定 等 

期待される効果 

 水道分野における環境対策支援の充実 
 未利用エネルギーの有効活用によるCO2排出の効果的な削
減 

平成25年度予算 
○○百万円 

 平成27年度要求額 
       億円 

水道施設への小水力発電の導入ポテンシャル調査事業(厚生労働省連携事業) 

事業目的・概要等 

イメージ 

平成27年度予算額 
280百万円(新規) 

■水道事業における小水力発電の導入メリット 

 濁質等を含まない水流を利用できる水道施設は、小水力発電設備の設
置対象として非常に有望な設置箇所である。 

 水道事業者側にとっても、小水力発電設備導入により得られた利益
を、他の水道施設の維持管理等の費用に充てることができ、経営面の
対策としての普及促進の展開も考えられる。 

 小水力発電は、日照時間に左右される太陽光発電と比べて稼働率が高
く、費用対効果も高いため普及が期待される。 

■調査方法 

 日本全国を7ブロックに分け、ブロックごとに調査を実施。 
 ブロック間の調査内容にレベル差が出ないように、調査方法は一律的

なものとする。 
 設備導入候補地の抽出に当たっては、未利用エネルギーが存在する箇

所を上位（即時導入可能）・中位（設備導入に改善が必要）・下位
（導入困難）等の有望度を理由と合わせて段階別に整理する。 
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ＰＰＰ（Public Private Partnership）とは 

出典：国土交通省総合政策局資料 

 行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすこと
によって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や
住民満足度の最大化を図るもの。 
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ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは① 

民間 公共 

設計 

 
企画 
・ 
計画 

従来型公共事業 PFI事業 

住民 住民 

発注 

発注 

発注 

建設 

維持 
管理 

民間 公共 

発注 

サービス 
提供 

資金調達 

サービス 
提供 

設計（外注 ） 

建設（外注 ） 

資金調達 

維持 
管理 
（外注） 

運営 

ＰＦＩ業務 

設計 

建設 

維持 
管理 

運営 

企画・計画 

・ 公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能 
 力及び技術的能力を活用することにより、同一水準のサービスを 
 より安く、又は、同一価格でより上質のサービスを提供する手法。 
・ ＰＦＩ法に基づき実施。 
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会長：内閣総理大臣 委員：国務大臣 
基本方針の案の作成、関係行政機関相互の調整 

 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社
会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与する  

目的（第1条） 

○公共施設（道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園等） 
○公用施設（庁舎、宿舎等） 
○賃貸住宅及び公益的施設 （教育文化施設、廃棄物処理施設、 
  医療施設、社会福祉施設、駐車場等） 
○情報通信施設、熱供給施設、研究施設等 
○船舶、航空機、人工衛星等 

対象施設（公共施設等）（第2条） 

○各省各庁の長（衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、 
    会計検査院長含む） 
○地方公共団体の長 
○独立行政法人、特殊法人その他の公共法人    

公共施設等の管理者等（第2条） 

 
○国の債務負担５年→30年（第68条） 
○行政財産の貸付け（第69条、第70条） 
  ＰＦＩ事業に供するため、国・地方の行政財産（土地・ 
  建物等）の貸付けが可能。 
○国公有財産の無償使用等（第71条） 
  ＰＦＩ事業に供するため、国公有財産の無償・低廉な対 
  価での使用が可能。                等 

 

特定事業の実施に関する基本的な方針（閣議決定） 

実施方針の策定・公表（第5条） 

公共施設等 
の管理者等 

特定事業の選定（第7条） 

民間事業者の選定（第8条） 

選定事業者 - 

PFI推進会議（第81条） 

支援措置等 

※ＶＦＭ評価（第11条第1項） 

※総合評価方式が原則（第11条第2項） 

基本方針（第4条） 

事業の実施 

 

委員：学識経験者から内閣総理大臣が任命（9名） 
基本方針の審議、PFIの実施状況の調査審議 

PFI推進委員会（第83条） 

民間事業者に
よる提案 
（第6条） 

公共施設等運営権方式（第16条） 
利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設の所有
権を公共施設等の管理者等が有したまま、運営権を民間
事業者に設定する方式 

 

選定事業の実施（第14条） 

 

利用料金を自らの収入として徴収する公共施設等の整
備等に対して出融資等を実施する認可法人 

株式会社民間資金等活用事業推進機構（第31条～第67条） 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）とは② （ＰＦＩ法の概要） 
（内閣府作成資料） 
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・利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共
主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。 

（平成23年PFI法改正により導入） 
・公的主体が所有する公共施設等について、民間事業者による安 
 定的で自由度の高い運営を可能とすることにより、利用者ニーズ 
 を反映した質の高いサービスを提供。 
 

 

 

公共主体 PFI事業者 

運営権設定 

料金支払 

運営権 

金融機関 

投資家 

対価支払 

抵当権設定 

施設 
所有権 

融資・投資 

サービス提供 

公共施設等運営権について コンセッション方式（公共施設等運営権方式）とは 
（内閣府作成資料） 
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